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１ 調査の目的
有害物質による地下水汚染の未然防止等を図るため、水質汚濁防止法第 15 条の規定

により、県知事は地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならないとされてお

り、同法第 16 条の規定に基づき毎年測定計画を作成し、これに従って国土交通省、高

知県及び高知市が地下水の水質測定を行っています。

地下水質の概況を把握するために概況調査を行い、その中で環境基準値を超過するも

のがあった場合は、汚染井戸周辺地区調査で汚染範囲を確認し、継続監視調査で継続し

て水質の変化を調査しています。

地下水は水道水源などの貴重な水資源であることから、平成元年度に評価基準が設定

され、平成９年３月に環境基準として 23 項目、平成 11 年２月には 26 項目、平成 21 年

11 月には 28 項目について基準が定められています。このほか、地下水質の挙動につい

ての知見を集めるものとして要監視項目及び指針値 24 項目が定められています。

２ 調査地点数

（１）概況調査

市町村単位の概況調査を順次行っており、平成 29 年度は安芸福祉保健所と幡多福祉

保健所管内の市町村を中心に調査を実施しました。

高知市 6 室戸市 1 安芸市 2 南国市 1 宿毛市 2

土佐清水市 2 四万十市 4 東洋町 1 奈半利町 2 田野町 1

安田町 2 北川村 1 芸西村 1 大月町 2 三原村 1

黒潮町 2

16 市町村（7市 6町 3村） 31 井戸

（２）汚染井戸周辺地区調査

平成 29 年度は調査を実施した井戸はありませんでした。

（３）継続監視調査

過去に汚染等があった井戸について、汚染物質の推移を調査しました。

高知市 6 室戸市 1 南国市 3 土佐市 2 香美市 4 佐川町 1

5 市 1 町 17 井戸

３ 検出状況

各調査区分における検出状況は次のとおりです。

（１）概況調査

平成 29 年度は環境基準を超過した井戸はありませんでした。

なお、環境基準未満ではありますが、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が 30 井戸、カド

ミウムが１井戸、鉛が３井戸、1,1,1-トリクロロエタンが１井戸、ふっ素が２井戸、

ほう素が 11 井戸で検出されました。。
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